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六

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
二
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
度
地
籍

調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　

白
石
市

二　

調
査
地
域

変
更
前

字
入
生
一
番
等
二
十
八
単
位
区
域
及
び
字
入
生
一
番
等
二
十
八
単
位
区
域
の
一
部

変
更
後

字
入
生
一
番
等
二
十
八
単
位
区
域

字
入
生
一
番
等
二
十
八
単
位
区
域
の
一
部

新
館
町
等
三
単
位
区
域

三　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
三
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
四
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
六
百

五
十
四
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

伊
里
前
漁

港
海
岸

伊
里
前
地

区
海
岸

　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
ヱ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と

ヱ
点
を
結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点 

（
Ｔ
Ａ
四
）
点　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
伊
里
前
二
二
番
地
に

設
置
し
た
四
級
基
準
点

イ
点 　

基
点
（
Ｔ
Ａ
四
）
点
か
ら
七
一
度
〇
〇
分
三
・
四
メ
ー
ト
ル
の

安
全
性
に
関
す
る
検
査

平
成
29年
12月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物

の
区
分
　
　
　
　
　
　
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
　
　
験
　
　
項
　
　
目

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

太
協
物
産
株
式
会
社
長

浜
工
場

石
巻
市

同
左

魚
粉

60％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

H
29.12

重
　
金
　
属
－
カ
ド
ミ
ウ
ム
，
鉛
，
水
銀

無

石
巻
魚
糧
工
業
株
式
会

社石
巻
市

同
左

魚
粉

イ
ナ
ホ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

63
H
29.10

重
　
金
　
属
－
カ
ド
ミ
ウ
ム
，
鉛
，
水
銀

無

栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

平
成
29年
12月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
験

項
目

違
反
の
内
容

太
協
物
産
株
式
会
社
長

浜
工
場

石
巻
市

同
左

60%
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

H
29.12

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
，
粗
灰
分

太
協
物
産
株
式
会
社
長

浜
工
場

石
巻
市

同
左

太
協
ギ
ン
ザ
ケ
EP　

6P
H
29.12

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
，
粗
脂
肪
，
粗
繊
維
，
粗
灰
分
，
カ
ル
シ
ウ
ム
，
り
ん

石
巻
魚
糧
工
業
株
式
会

社石
巻
市

同
左

イ
ナ
ホ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

63
H
29.10

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
，
粗
灰
分

（
注
）
 　
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
区
分
の
欄
中
「
໐ 規」
と
あ
る
の
は
，
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
27条

第
１
項
，
第
29条

第
２
項
又
は
第
30条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
こ

と
を
示
す
。
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地
点

ロ
点　

イ
点
か
ら
六
九
度
〇
〇
分
一
九
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

ロ
点
か
ら
一
六
三
度
三
〇
分
一
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

ハ
点
か
ら
一
九
一
度
三
〇
分
一
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ニ
点
か
ら
一
六
〇
度
三
〇
分
四
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
点　

ホ
点
か
ら
一
四
一
度
〇
〇
分
四
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

ヘ
点
か
ら
六
一
度
〇
〇
分
五
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
〇
度
三
〇
分
一
二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
五
七
度
三
〇
分
八
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
一
二
五
度
〇
〇
分
二
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
二
四
九
度
三
〇
分
七
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ
点　

ル
点
か
ら
九
四
度
〇
〇
分
二
一
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
三
二
度
三
〇
分
五
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
三
二
五
度
三
〇
分
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

カ
点
か
ら
二
五
度
三
〇
分
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヨ
点
か
ら
七
二
度
〇
〇
分
一
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

タ
点
か
ら
三
二
度
三
〇
分
二
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

レ
点
か
ら
八
二
度
三
〇
分
一
三
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
点　

ソ
点
か
ら
一
四
八
度
〇
〇
分
一
三
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
点　

ツ
点
か
ら
二
三
一
度
〇
〇
分
三
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ
点　

ネ
点
か
ら
一
四
一
度
三
〇
分
二
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ラ
点　

ナ
点
か
ら
七
四
度
〇
〇
分
二
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ム
点　

ラ
点
か
ら
一
四
四
度
三
〇
分
四
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
点　

ム
点
か
ら
一
〇
七
度
〇
〇
分
一
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヰ
点　

ウ
点
か
ら
一
二
三
度
三
〇
分
二
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ノ
点　

ヰ
点
か
ら
一
三
四
度
三
〇
分
三
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
点　

ノ
点
か
ら
一
七
一
度
三
〇
分
四
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク
点　

オ
点
か
ら
一
八
二
度
三
〇
分
四
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヤ
点　

ク
点
か
ら
二
四
二
度
〇
〇
分
四
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

マ
点　

ナ
点
か
ら
一
九
九
度
〇
〇
分
九
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ケ
点　

ネ
点
か
ら
二
〇
五
度
三
〇
分
一
六
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

フ
点　

ヲ
点
か
ら
一
三
二
度
〇
〇
分
一
二
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

コ
点　

ヘ
点
か
ら
一
九
四
度
〇
〇
分
七
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ
点　

テ
点
か
ら
八
六
度
〇
〇
分
二
〇
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

テ
点　

ア
点
か
ら
一
五
八
度
〇
〇
分
一
八
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ア
点　

サ
点
か
ら
一
一
七
度
〇
〇
分
一
三
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

サ
点　

キ
点
か
ら
一
七
〇
度
三
〇
分
九
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

キ
点　

ユ
点
か
ら
七
一
度
三
〇
分
八
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ユ
点　

メ
点
か
ら
一
〇
八
度
〇
〇
分
二
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
点　

ミ
点
か
ら
一
七
九
度
〇
〇
分
七
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ミ
点　

シ
点
か
ら
一
八
四
度
〇
〇
分
五
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

シ
点　

イ
点
か
ら
二
三
三
度
〇
〇
分
九
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヱ
点　

イ
点
か
ら
一
八
八
度
〇
〇
分
七
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
五
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
宮
城
県
知
事
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

伊
里
前
漁

港
海
岸

伊
里
前
地

区
海
岸

　

平
成
三
十
年
二
月
九
日
宮
城
県
告
示
第
百
十
四
号
に
よ
り
海
岸
保
全

区
域
と
し
て
指
定
し
た
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
地
区
の
伊
里
前
漁
港
海

岸
保
全
区
域
の
う
ち
伊
里
前
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

出
島
線

三　

道
路
の
区
域　変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

牡
鹿
郡
女
川
町
出
島
字
寺
間
五
七
番
地
先
か

ら同
郡
同
町
出
島
字
寺
間
一
四
二
番
五
地
先
ま

で

前
Ａ
　

四
・
五
〜

 

八
・
〇

 

二
二
一
・
一
　

上
記
Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ
は
、
関

係
図
面
に
表
示

す
る
敷
地
の
区

分
を
い
う
。

　

Ｂ
　

五
・
〇
〜

 

一
一
・
三

 

二
三
三
・
八

後
Ａ
　

四
・
五
〜

 

八
・
〇

 

二
二
一
・
一

　

Ｃ
　

五
・
〇
〜

 

一
一
・
三

 

二
七
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日
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県

道

出
島
線

牡
鹿
郡
女
川
町
出
島
字
寺
間
五
七
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
出
島
字
寺
間
一
四
二
番
五
地
先
ま
で

平
成
三
十
年

 

二
月
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
八
号

　

名
取
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

閖
上
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

仙
台
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
三
・
十
六
号　

宮
沢
根
白
石
線

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
十
四
年
五
月
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
十
四
年
五
月
十
日
か
ら
平
成
三
十

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
十
号　

本
町
宮
口
下
線

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
か
ら
平
成

三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

白
石
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
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１　

種
類

　
　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
五
・
九
号　

白
石
沖
西
堀
線

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日

か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
二
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
中
央
一
丁
目
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

石
巻
市

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
穀
町
十
四
番
一
号

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
三
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
女
川
町
宮
ヶ
崎
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

女
川
町

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
三
百
十
六
番
地
女
川
町
役
場
（
仮
設
庁
舎
）

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
十
一
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
仙
台
・
太
白
病
院
、
仙
台
・
富
田
病
院
及
び
医
療
法
人
社
団
健
守
会
守
病
院
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
二
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
2
号

　
県
道
丸
森
柴
田
線
坂
津
田
事
件
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
66条

第
３
項
の
規
定
に

よ
り
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
，
来
局
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

　
　
平
成
30年
２
月
９
日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
送
達
す
べ
き
書
類

　
　
平
成
30年
１
月
18日
付
け
宮
収
号
外
通
知
文

　
　
平
成
30年
１
月
15日
付
け
権
利
取
得
裁
決
書
及
び
明
渡
裁
決
書

２
　
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
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村
上
武
嘉
　
北
海
道
札
幌
市
南
区
藤
野
２
条
６
丁
目
20番
12号

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
3
号

　
国
道
45号

気
仙
沼
大
峠
山
事
件
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
66条

第
３
項
の
規
定
に

よ
り
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
，
来
局
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

　
　
平
成
30年
２
月
９
日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
送
達
す
べ
き
書
類

　
　
平
成
29年
12月
15日
付
け
宮
収
号
外
通
知
文

　
　
平
成
29年
12月
11日
付
け
権
利
取
得
裁
決
書
及
び
明
渡
裁
決
書

２
　
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

　
　
村
上
信
雄
　
　
　
住
所
・
常
居
所
不
明
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
，
住
民
票
の
住
所
「
宮
城
県
気
仙
沼
市
浪
板
198番

地
」

　
　
小
野
寺
晃
喜
　
　
住
所
・
常
居
所
不
明
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
，
住
民
票
の
住
所
「
宮
城
県
気
仙
沼
市
波
路
上
明
戸
60番
地
１
」

　
　
吉
城
賢
二
　
　
　
住
所
・
常
居
所
不
明
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
，
住
民
票
の
住
所
「
宮
城
県
気
仙
沼
市
浜
見
山
２
番
29号
」
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